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絶縁油中のＰＣＢ分析における試験検査結果書並びに分析依頼用紙変更！ 

絶縁油 PCB 分析試験検査結果書に総重量の記載のご要望が増えていることから、

この度、5 月 1 日より、試験検査結果書と分析依頼用紙の記載内容を変更させていただき、

総重量欄を追加させていただきました。新しい依頼用紙の記載例は下記 URL をご参照

下さい。 http://www.knights.jp/ana/pcb/pcbiraiyoushicm.pdf 

厚生労働省では、このたび、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法

に基づくストレスチェック制度の実施状況についてはじめて取りまとめ、公表しました。

ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場（常時 50 人以上の労働者を使用する

事業場）については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。この報告を

取りまとめた結果、平成 29 年 6 月末時点で、8 割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済み

であることが分かりました。 

 

【ストレスチェック制度とは】 

職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用

する事業場に対し、平成 27 年 12 月から年１回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導などの

実施を義務付けているもの。 

 

【ストレスチェック制度の実施状況（概要）】 

・ ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9％の事業場がストレスチェック制度を実施。 

・ ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は 78.0％。 

・ ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は 0.6％。 

・ ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3％の事業場が集団分析を実施。 

 

厚生労働省は、労働局・労働基準監督署において、ストレスチェック制度の実施徹底を指導すると

ともに、小規模事業場を含めたメンタルヘルス対策を推進するため、ポータルサイト「こころの耳」を

通じた企業の取組事例の提供、産業保健総合支援センターによる教育・研修の実施、企業の取組に

対する助成金といった各種支援事業の充実を図っていきます。  

 

当社では、労働安全衛生規則に基づく作業環境測定において、長年の実績があります。作業環境

測定は化学物質などを原因とする労働者の健康障害を防止するために有効な方法の１つです。

何かご不明な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

資料 平成 29 年 7 月 26 日付 厚生労働省ホームページ 

分析技術箇所 佐藤亮平 
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